
議案第 34 号  

 

小城市立小・中学校事務共同実施組織運営要綱の  

一部を改正する告示  

 

小城市立小・中学校事務共同実施組織運営要綱（平成 20 年

小城市教育委員会告示第５号）の一部を改正する告示を別紙の

とおり提出する。  

 

令和２年３月 26 日提出  

 

小城市教育委員会  教育長  大野  敬一郎       

 

提案理由  

小城市立小・中学校事務共同実施組織の設置目的を明確に

するため、引用条文を変更する必要がある。  

これが、本議案を提出する理由である。  



小城市教育委員会告示第 号 

 

小城市立小・中学校事務共同実施組織運営要綱の一部を改 

正する告示 

 

 小城市立小・中学校事務共同実施組織運営要綱（平成 20 年小城市教育

委員会告示第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「第 36 条の２」を「第 45 条」に改める。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 
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【参考】 

 

小城市立小・中学校事務共同実施組織運営要綱（現行） 

平成20年３月18日 

教育委員会告示第５号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、小城市立小・中学校の管理及び運営に関する規則

（平成18年小城市教育委員会規則第１号）第36条の２の規定に基づ

き、小城市立小・中学校事務共同実施組織（以下「学校運営支援室」

という。）における組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

 

 

 

小城市立小・中学校の管理及び運営に関する規則 

平成18年３月23日 

教育委員会規則第１号 

          現行 

（事務職員） 

第３６条 学校に事務職員を置く。 

２ 事務職員は、事務をつかさどる。 

                   改正後 

（学校運営支援室）      

第４５条 学校における業務の効率化及び学校運営に関する支援を行う

ため、小城市立小・中学校に学校運営支援室を置く。 

２ 学校運営支援室には、学校運営支援室長を置く。 

３ 学校運営支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、小城市立小・

中学校事務共同実施組織運営要綱の定めるところによる。 


